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第
一
節

は
じ
め
に
─
─
問
題
の
所
在
─
─

近
年
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
テ
ィ
ッ
ト
や
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
に
よ
っ
て
復
権
し
た
ネ
オ
共
和
主
義
（
あ
る

い
は
ネ
オ
・
ロ
ー
マ
的
共
和
主
義
）
は
、
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
に
根
本
的
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
（
Pettit1997;Skinner1998）。
そ
の
中

核
を
な
す
「
非
支
配
と
し
て
の
自
由
」（
freedom
asnon-dom
ination）
と
い
う
理
念
は
、
物
理
的
干
渉
の
不
在
（
non-interference）
に

と
ど
ま
ら
ず
、
他
者
の
「
恣
意
的
な
権
力
」（
arbitrary
pow
er）
に
服
属
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
状
態
こ
そ
が
真
の
自
由
で
あ
る
と
定
義
す

る
。
こ
の
「
非
支
配
」
と
い
う
概
念
は
、
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
が
提
示
し
た
著
名
な
「
消
極
的
自
由
／
積
極
的
自
由
」
の
二
分
法
と
は

異
な
る
第
三
の
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
共
和
主
義
的
自
由
は
、
た
と
え
現
実
の
干
渉
が
な
く
と
も
、
他
者
が
恣
意
的
に
干
渉
し
う

る
「
能
力
」
を
保
持
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
自
由
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
理
論
的
枠
組
み
は
、

国
内
の
市
民
社
会
に
お
け
る
権
力
関
係
の
分
析
に
と
ど
ま
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
や
国
際
関
係
の
領
域
に
お
い
て
も
新
た
な
視
座
を
提

供
し
て
お
り
（
Bohm
an
2007;Laborde
2010）、
と
り
わ
け
現
代
世
界
が
直
面
す
る
最
も
喫
緊
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
移
民
倫
理
学
の
分

野
に
も
、
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
（
H
onohan
and
H
ovdal-M
oan
2014
(１
)）。

イ
ゼ
ル
ト
・
ホ
ノ
ハ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
論
者
は
、
こ
の
「
非
支
配
」
と
い
う
視
角
か
ら
、
主
権
国
家
が
移
民
希
望
者
に
対
し
て

有
す
る
一
方
的
な
裁
量
権
や
、
そ
の
執
行
プ
ロ
セ
ス
を
「
支
配
」
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
（
H
onohan
2014;Fine
2014;Sager

2017）。
ホ
ノ
ハ
ン
が
論
じ
た
よ
う
に
、
国
家
が
誰
を
受
け
入
れ
、
誰
を
拒
絶
す
る
か
を
決
定
す
る
広
範
な
権
能
は
、
そ
れ
自
体
が
潜
在
的
移

民
を
国
家
の
恣
意
的
な
意
志
に
従
属
さ
せ
る
「
支
配
」
の
典
型
例
と
見
な
さ
れ
る
（
H
onohan
2014:31）。
か
か
る
批
判
を
さ
ら
に
精
緻
化

し
た
の
が
、
マ
リ
ア
＝
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
コ
ス
タ
で
あ
る
（
Costa2021）。
コ
ス
タ
は
、
支
配
の
概
念
を
め
ぐ
る
共
和
主
義
内
部
の
論
争
を

移
民
問
題
に
適
用
し
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
が
提
唱
し
た
「
被
支
配
者
の
利
益
を
跡
づ
け
な
い
権
力
」
と
い
う
実
質
的
な
定

義
と
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
ベ
ッ
ト
（
Lovett2010）
が
重
視
す
る
「
外
部
の
規
則
に
よ
る
制
約
の
欠
如
」
と
い
う
手
続
き
主
義
的
な
定
義
の
対
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立
を
整
理
し
、
移
民
の
客
観
的
な
利
益
を
保
護
す
る
抑
制
機
能
の
欠
如
こ
そ
が
問
題
の
本
質
だ
と
論
じ
、
批
判
の
射
程
を
明
確
に
し
た
。
さ

ら
に
、
ア
レ
ッ
ク
ス
・
セ
イ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
理
念
的
な
議
論
を
「
執
行
の
実
践
」
と
い
う
現
実
に
即
し
て
検
討
し
、
国
境
管
理
が
い
か

に
構
造
的
な
官
僚
的
支
配
を
生
み
だ
す
か
を
実
証
的
に
論
じ
た
（
Sager2017）。
セ
イ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
移
民
の
構
造
的
脆
弱
性
と
、
国
境

管
理
の
「
分
散
化
・
外
部
化
・
民
営
化
」
と
い
う
現
代
的
特
徴
が
相
ま
っ
て
、
理
念
上
い
か
に
公
正
な
制
度
を
構
想
し
よ
う
と
も
、
そ
の
執

行
は
必
然
的
に
支
配
を
と
も
な
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
批
判
的
議
論
は
、
共
和
主
義
の
理
念
を
十
全
に
体
現
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。「
非
支
配
」
と
い
う
理
念
は
、
必

然
的
に
国
境
開
放
論
へ
と
収
斂
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
の
理
念
に
は
、
個
人
の
自
由
と
、
そ
の
自
由
を
保
障
す
る
不
可
欠
な
制
度

的
基
盤
で
あ
る
政
治
共
同
体
の
自
由
と
の
間
の
深
刻
な
緊
張
関
係
が
内
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
サ
ラ
・
フ
ァ
イ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

共
和
主
義
は
「
自
由
な
個
人
」（
a
free
person）
と
「
自
由
な
国
家
」（
a
free
state）
と
い
う
二
つ
の
構
成
的
原
理
に
立
脚
す
る
（
Fine

2014:11;Skinner
2010:98-99）。
ス
キ
ナ
ー
が
共
和
主
義
思
想
の
核
心
を
要
約
す
る
「
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
と
し
て
提
示
し
た
こ
れ
ら
の
公
理

は
、
相
互
補
完
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
特
定
の
文
脈
で
は
鋭
い
対
立
を
孕
む
。
す
な
わ
ち
、
無
国
籍
者
や
国
内
の
非
市
民
と
い
っ
た
地
位

（
status）
の
脆
弱
性
を
批
判
す
る
際
に
は
こ
れ
ら
は
協
調
す
る
も
の
の
、
国
家
の
移
民
排
除
権
を
め
ぐ
る
問
い
に
お
い
て
は
、「
移
民
の
非
支

配
」
を
追
求
す
る
こ
と
が
「
国
家
の
非
支
配
」
を
毀
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
ル
ド
・
ト
ー
ト
は
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に

論
じ
、「
非
支
配
」
と
い
う
理
念
は
国
境
開
放
の
み
な
ら
ず
、
国
境
管
理
を
擁
護
す
る
論
理
を
も
内
包
す
る
「
両
義
性
」
を
有
し
て
い
る
と
指

摘
す
る
（
T
óth
2023）。

本
稿
で
は
、
こ
の
ト
ー
ト
の
い
う
「
両
義
性
」
に
こ
そ
「
非
支
配
」
と
い
う
理
念
が
移
民
問
題
に
対
し
て
有
す
る
重
要
な
理
論
的
可
能
性

が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
本
稿
の
中
核
を
な
す
主
張
は
、「
非
支
配
」
と
い
う
理
念
が
、
移
民
個
人
の
自
由
と
、

そ
の
自
由
を
保
障
す
る
政
治
共
同
体
の
自
由
と
の
間
に
構
成
的
な
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
(２
)
ー
」
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

共
和
主
義
か
ら
論
理
的
に
導
か
れ
る
帰
結
は
、
国
境
の
理
念
的
撤
廃
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
「
非
支
配
」
を
実
効
的
に
保
障
す
る
不
可
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欠
な
制
度
的
基
盤
で
あ
る
「
自
由
な
国
家
」
を
維
持
す
る
責
務
を
国
家
に
課
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
責
務
は
、
国
家
が
み
ず
か
ら
の
存
立
基

盤
と
統
治
能
力
を
維
持
す
る
た
め
に
移
民
を
管
理
す
る
原
理
的
な
権
能
を
正
当
化
す
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
権
能
の
行
使
が
恣
意
的
な
支
配

に
陥
ら
な
い
た
め
の
厳
格
な
制
度
的
制
約
を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
理
論
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
間
で
展
開
さ
れ
て
き
た
移
民
倫
理
学
の
対
立
軸
に
対
し
、
普
遍
的
な
価
値
と
し
て
の
「
非
支
配
」
と
共
同
体
の
自
己
決

定
を
制
度
的
に
両
立
さ
せ
る
第
三
の
道
を
探
る
試
み
で
あ
(３
)
る
。

本
論
の
論
理
を
精
緻
化
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
を
貫
く
基
本
的
な
設
計
原
理
を
こ
こ
で
提
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
非
支
配
」
の
要

請
強
度
は
、
当
事
者
が
置
か
れ
た
脆
弱
性
と
「
退
出
コ
ス
ト
」（
exitcosts）
の
程
度
に
相
関
す
る
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
こ
の
設
計
原
理
に

基
づ
き
、
本
稿
で
は
難
民
・
庇
護
希
望
者
、
経
済
移
民
、
国
内
居
住
者
（
デ
ニ
ズ
ン
）
と
い
う
類
型
ご
と
に
、
国
家
が
負
う
べ
き
非
支
配
の

義
務
の
あ
り
方
を
段
階
的
に
導
き
出
し
て
い
く
。

本
稿
は
以
下
の
道
筋
を
辿
る
。
第
二
節
で
は
、
ホ
ノ
ハ
ン
、
コ
ス
タ
、
セ
イ
ガ
ー
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
ら
の
議
論
を
精
査
し
、

共
和
主
義
に
よ
る
国
境
管
理
批
判
が
い
か
に
多
層
的
で
強
力
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
提
示
し
た
、
市
民
的
地

位
を
創
設
す
る
権
力
そ
の
も
の
を
問
う
「
Ｒ
２
テ
ス
ト
」
は
、
こ
の
批
判
が
国
家
主
権
の
根
幹
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
O
w
en

2014:91）。
続
く
第
三
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
を
検
討
し
、
共
和
主
義
の
理
念
に
内
在
す
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
明
す
る
。
ペ
テ
ィ
ッ
ト

自
身
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
共
和
主
義
構
想
（
Pettit2015）
と
、
フ
ァ
イ
ン
が
再
確
認
し
た
共
和
主
義
の
根
本
公
理
を
軸
と
し
つ
つ
、「
自
由
な

国
家
」
の
維
持
が
な
ぜ
個
人
の
非
支
配
に
と
っ
て
最
優
先
課
題
と
な
る
の
か
を
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
ト
ー
ト
の
議
論
を
援
用
し
つ
つ
も
、

ル
ボ
ミ
ラ
・
ラ
ド
イ
ル
ス
カ
が
論
じ
た
よ
う
に
、
国
家
の
存
立
基
盤
を
排
外
的
な
「
国
民
文
化
」
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
「
民
主
的
制
度
」

に
求
め
る
こ
と
で
、
彼
の
議
論
を
よ
り
強
固
な
形
で
再
構
築
す
る
（
Radoilska2014）。
第
四
節
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
理
論
的
考
察
を
具
体

的
な
制
度
設
計
へ
と
展
開
す
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
バ
ー
ト
ラ
ム
が
批
判
し
た
、
国
内
に
身
分
階
層
制
を
生
み
出
す
「
社
会
的
境
界
防
御
」

を
退
け
（
Bertram
2014）、
リ
ネ
ケ
・
ス
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
フ
が
提
示
し
た
「
法
の
支
配
」
の
枠
組
み
（
Slingenberg
2020）
と
、
マ
シ
ュ
ー
・
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ホ
イ
が
分
析
し
た
「
聖
域
都
市
」（
sanctuary
cities）
に
見
ら
れ
る
異
議
申
し
立
て
の
実
践
（
H
oye2020）、
お
よ
び
マ
リ
ッ
ト
・
ホ
ヴ
ダ

ル
=モ
ー
ン
の
「
市
民
権
へ
の
階
段
」（
stairw
ay
tocitizenship）
と
い
う
段
階
的
包
摂
モ
デ
ル
（
H
ovdal-M
oan
2014）
を
統
合
し
、「
非

支
配
的
な
国
境
管
理
」
の
制
度
的
要
件
を
明
ら
か
に
す
る
。

本
稿
は
、
共
和
主
義
が
国
境
の
撤
廃
を
志
向
す
る
理
想
主
義
的
な
理
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
境
と
い
う
現
実
の
権
力
行
使
を
、
い
か
に

し
て
法
の
支
配
と
異
議
申
し
立
て
の
制
度
の
下
に
置
き
、
統
制
す
る
か
と
い
う
、
困
難
だ
が
現
実
的
な
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
有
力
な
理

論
的
資
源
を
提
供
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
境
を
恣
意
的
な
権
力
の
場
か
ら
、
規
律
さ
れ
異
議
申
し
立
て
が
可
能
な
制

度
的
境
界
へ
と
転
換
さ
せ
る
と
い
う
、
重
要
な
政
治
的
・
実
践
的
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
二
節

共
和
主
義
に
よ
る
国
境
管
理
批
判
―
―
「
支
配
」
の
多
層
的
構
造
―
―

ネ
オ
共
和
主
義
の
移
民
倫
理
学
に
対
す
る
重
要
な
貢
献
の
一
つ
は
、
国
境
管
理
と
い
う
国
家
の
権
力
行
使
を
、「
支
配
」
と
い
う
概
念
か
ら

捉
え
直
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
従
来
の
リ
ベ
ラ
ル
な
議
論
が
主
と
し
て
注
目
し
て
き
た
「
干
渉
」
の
有
無
、
す
な
わ
ち
物

理
的
な
移
動
の
妨
害
そ
の
も
の
か
ら
、
よ
り
構
造
的
で
潜
在
的
な
権
力
関
係
へ
と
分
析
の
射
程
を
広
げ
た
。
本
節
で
は
、
共
和
主
義
に
よ
る

国
境
管
理
批
判
が
、
単
な
る
理
念
的
批
判
か
ら
、
執
行
の
実
践
、
さ
ら
に
は
権
力
そ
の
も
の
の
正
統
性
を
問
う
多
層
的
で
精
緻
な
理
論
体
系

へ
と
深
化
し
て
き
た
そ
の
過
程
を
跡
づ
け
る
。
共
和
主
義
的
な
批
判
の
射
程
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
、
次
節
以
降
で
展
開
す
る
、
共

和
主
義
に
内
在
す
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
明
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
前
提
と
な
る
。

（
一
）
裁
量
権
と
い
う
恣
意
性

本
節
で
は
ま
ず
、
国
境
管
理
が
有
す
る
裁
量
構
造
が
い
か
に
「
支
配
」
を
構
成
す
る
か
を
、
移
民
の
類
型
化
に
即
し
て
分
析
し
て
い
く
。
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移
民
管
理
の
正
当
化
を
単
一
の
基
準
で
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
生
命
と
安
全
が
切
迫
し
た
庇
護
希
望
者
と
、
機
会
を
求
め
る
経
済
的
移
民
と

を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
依
存
関
係
の
厚
み
を
精
査
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
項
で
は
、
ホ
ノ
ハ
ン
（
H
onohan
2014）
の
議
論
を

軸
に
、
広
範
な
裁
量
権
そ
の
も
の
が
非
市
民
を
い
か
に
恣
意
的
権
力
へ
服
属
さ
せ
る
か
を
把
握
す
る
が
、
こ
こ
で
の
分
析
は
、
ど
の
審
査
点

に
お
い
て
、
ど
の
程
度
の
規
律
が
要
請
さ
れ
る
か
を
特
定
す
る
た
め
の
理
論
的
土
台
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

ホ
ノ
ハ
ン
は
、
国
家
が
誰
を
入
国
さ
せ
、
誰
を
排
除
す
る
か
を
一
方
的
に
決
定
す
る
広
範
な
裁
量
権
そ
の
も
の
に
支
配
の
構
造
を
見
出
し

た
。
ペ
テ
ィ
ッ
ト
の
定
義
に
従
え
ば
、
支
配
と
は
、
他
者
が
「
恣
意
的
な
」
干
渉
を
行
う
能
力
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
支
配
者
が
常
に

そ
の
意
志
に
従
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
関
係
性
を
指
す
（
Pettit1997:52）。
こ
こ
で
い
う
「
恣
意
性
」
と
は
、
単
に
「
ラ
ン
ダ
ム
」
や
「
気
ま

ぐ
れ
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
権
力
者
の
意
志
が
、
被
支
配
者
の
意
志
や
利
益
と
は
無
関
係
に
、
抑
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
貫

徹
し
う
る
状
態
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
権
力
者
が
善
良
で
、
結
果
的
に
被
支
配
者
の
利
益
に
か
な
う
よ
う
な
干
渉
し
か
し
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
権
力
関
係
自
体
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
が
「
善
良
な
主
人
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
共

和
主
義
的
な
批
判
の
核
心
を
な
す
（
ibid.:35-41）。

た
だ
し
、
ホ
ノ
ハ
ン
が
援
用
す
る
ロ
ベ
ッ
ト
の
理
論
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
支
配
の
成
立
に
は
、
当
事
者
間
の
社
会
的
な
関
係
に
加
え
、

被
支
配
者
が
そ
の
関
係
か
ら
容
易
に
離
脱
し
が
た
い
「
依
存
」（
dependence）
が
存
在
す
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
（
Lovett2010:119）。

ホ
ノ
ハ
ン
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
非
対
称
的
な
経
済
関
係
の
な
か
に
、
先
進
国
と
移
民
を
送
り
出
す
側
の
潜
在
的
移
民

と
の
間
の
構
造
的
な
依
存
関
係
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
要
件
を
満
た
そ
う
と
試
み
る
（
H
onohan
2014:41）。
こ
の
意
味
で
、
彼

女
の
批
判
が
照
準
す
る
の
は
、
国
境
管
理
が
単
に
都
度
の
入
国
拒
否
と
い
う
「
干
渉
」
を
伴
う
か
否
か
で
は
な
く
、
移
住
可
能
性
そ
れ
自
体

を
媒
介
と
し
て
、
非
市
民
を
国
家
の
一
方
的
な
裁
量
的
決
定
へ
と
構
造
的
に
従
属
さ
せ
う
る
点
に
あ
る
。

ホ
ノ
ハ
ン
は
、
こ
の
支
配
が
、
実
際
に
入
国
し
よ
う
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
者
だ
け
で
な
く
、
移
住
を
検
討
す
る
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の

「
潜
在
的
移
民
」（
potentialm
igrants）
に
ま
で
及
ぶ
と
指
摘
す
る
（
ibid.:32）。
国
境
管
理
の
存
在
は
、
実
際
の
行
動
の
有
無
に
か
か
わ
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ら
ず
、
人
々
の
人
生
計
画
の
形
成
に
影
響
を
与
え
、
国
家
の
意
向
を
あ
ら
か
じ
め
考
慮
し
自
己
検
閲
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
が

分
析
し
た
「
善
良
な
主
人
を
持
つ
奴
隷
」
と
同
様
の
、
潜
在
的
か
つ
恒
常
的
な
支
配
関
係
を
構
築
す
る
（
cf.Pettit1997:63）。
こ
の
心
理
的

負
担
と
行
動
の
歪
み
こ
そ
、
支
配
が
も
た
ら
す
重
大
な
危
害
の
一
つ
で
あ
(４
)
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
従
属
可
能
性
が
も
た
ら
す
危
害
の
強
度
は
一
様
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
出
身
国
に
お
い
て
生
命
や
基
本
的
安
全
が
確

保
さ
れ
ず
、
他
に
実
質
的
な
退
出
先
を
欠
く
庇
護
希
望
者
に
と
っ
て
は
、
国
境
管
理
上
の
裁
量
は
基
本
的
利
益
を
左
右
す
る
致
命
的
な
支
配

と
し
て
顕
在
化
す
る
。
他
方
で
、
よ
り
大
き
な
機
会
を
求
め
る
経
済
的
移
民
に
対
し
て
も
、
裁
量
が
不
透
明
で
あ
る
限
り
、
国
家
は
将
来
設

計
を
歪
め
る
力
を
持
ち
う
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
潜
在
的
移
民
と
い
う
射
程
の
広
さ
そ
の
も
の
よ
り
も
、
ど
の
類
型
の
非
市
民
に
対
し

て
、
ど
の
局
面
で
、
ど
の
程
度
の
法
的
拘
束
と
救
済
が
要
請
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
。

そ
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
は
し
ば
し
ば
不
透
明
で
あ
り
、
移
民
希
望
者
自
身
が
そ
の
決
定
に
対
し
て
実
効
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
す
手
段

は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
（
H
onohan
2014:42）。
こ
こ
に
、
裁
量
が
恣
意
性
へ
と
転
化
す
る
回
路
が
あ
る
。
こ
の
ホ
ノ
ハ
ン
の
分
析
は
、
国
境

管
理
の
問
題
を
、
個
別
の
入
国
拒
否
と
い
う
「
干
渉
」
の
問
題
か
ら
、
国
家
と
非
市
民
と
の
間
に
存
在
す
る
恒
常
的
な
権
力
の
非
対
称
性
と

「
恣
意
性
」
の
問
題
へ
と
転
換
さ
せ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
依
存
関
係
を
軸
と
し
た
批
判
を
そ
の
ま
ま
一
般
化
す
る
だ
け
で
は
、
国
境

の
外
部
に
置
か
れ
た
者
の
脆
弱
性
を
十
分
に
捉
え
き
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
依
存
概
念
の
射
程
を
め
ぐ
る
論
点
こ
そ
が
、
次
項
で
扱

う
コ
ス
タ
の
批
判
が
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
る
。

（
二
）「
支
配
」
概
念
の
精
緻
化

本
項
の
目
的
は
、
国
境
管
理
を
「
支
配
」
と
し
て
批
判
す
る
際
に
鍵
と
な
る
「
恣
意
性
」
の
概
念
を
精
緻
化
し
、
ど
の
局
面
で
ど
の
説
明

枠
組
み
が
有
効
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
共
和
主
義
内
部
に
は
、
恣
意
性
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
有
力
な
説
明
が
あ
る
。
第
一

に
、
権
力
行
使
が
影
響
を
受
け
る
者
の
客
観
的
利
益
を
実
質
的
に
跡
づ
け
る
か
と
い
う
「
利
益
基
底
的
な
説
明
」（
interests-based
ac-
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count）
で
あ
り
（
Pettit1997:55-56）、
第
二
に
、
権
力
が
外
部
の
規
則
や
手
続
き
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
「
手
続
き
主
義

的
な
説
明
」（
proceduralistaccount）
で
あ
る
（
Lovett2010:96）。
重
要
な
の
は
、
い
ず
れ
か
を
単
一
の
一
般
理
論
と
し
て
採
択
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
前
項
で
整
理
し
た
当
事
者
の
脆
弱
性
や
退
出
コ
ス
ト
の
差
異
、
な
ら
び
に
国
境
管
理
の
「
審
査
点
（
入
国
、
地
位
付
与
、

執
行
、
救
済
）」
の
差
異
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
を
補
完
的
に
使
い
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。

ホ
ノ
ハ
ン
の
問
題
提
起
を
受
け
、
コ
ス
タ
（
Costa2021）
は
、
こ
の
理
論
的
対
立
を
移
民
問
題
に
接
続
し
、
批
判
の
焦
点
を
精
緻
化
し
た
。

コ
ス
タ
が
問
題
視
す
る
の
は
、
ロ
ベ
ッ
ト
の
手
続
き
主
義
的
説
明
が
、
二
つ
の
点
で
国
境
の
「
外
部
」
の
問
題
を
捉
え
損
ね
う
る
こ
と
で
あ

る
。
第
一
に
、
権
力
が
規
則
で
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
式
だ
け
で
は
、
そ
の
規
則
自
体
が
人
種
差
別
的
で
あ
る
な
ど
基
本
的
利
益
を
損

な
う
場
合
に
「
非
支
配
的
」
と
誤
認
さ
れ
る
点
。
第
二
に
、
支
配
の
成
立
要
件
と
し
て
「
社
会
的
依
存
関
係
」
を
強
く
求
め
る
理
解
で
は
、

ま
だ
ど
の
国
家
と
も
具
体
的
な
関
係
を
結
ん
で
お
ら
ず
、
庇
護
を
求
め
て
移
動
す
る
難
民
の
よ
う
な
、
特
定
国
家
と
の
具
体
的
関
係
を
欠
く

主
体
の
支
配
を
同
定
し
が
た
い
点
で
あ
る
（
ibid.:457-458）。
庇
護
希
望
者
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
が
論
じ
た
よ
う
に
「
権
利
を
持
つ

権
利
」（
therighttohaveright）
を
剥
奪
さ
れ
た
支
配
の
極
致
に
あ
る
が
、
ロ
ベ
ッ
ト
の
厳
密
な
依
存
要
件
の
下
で
は
、
こ
の
最
も
深
刻

な
事
例
が
支
配
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
生
存
と
安
全
が
切
迫
し
た
「
外
部
」
の
者
に
対
し
て
は
、
客
観
的
利
益
の
侵
害
そ
れ
自
体
を
支
配
と
見
な
す
ペ
テ
ィ
ッ

ト
の
利
益
基
底
的
説
明
を
優
先
し
、
他
方
で
、
国
内
に
居
住
し
生
活
基
盤
を
持
つ
「
内
部
」
の
者
に
対
し
て
は
、
依
存
と
退
出
コ
ス
ト
を
中

核
に
据
え
る
ロ
ベ
ッ
ト
的
分
析
を
採
用
す
る
と
い
う
、
補
完
的
な
方
法
を
提
唱
す
る
。

こ
の
棲
み
分
け
は
、
ホ
ヴ
ダ
ル
=モ
ー
ン
に
よ
る
「
内
部
」
の
非
市
民
の
分
析
に
お
い
て
結
実
す
る
。
彼
女
が
焦
点
を
当
て
る
の
は
、
既
に

領
域
内
に
居
住
し
、
雇
用
主
や
家
主
、
行
政
関
係
に
深
く
組
み
込
ま
れ
た
非
市
民
が
、
高
い
退
出
コ
ス
ト
を
伴
う
高
度
な
依
存
状
態
の
下
で
、

い
か
に
支
配
に
脆
弱
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
H
ovdal-M
oan
2014:78）。
こ
の
局
面
で
は
、
依
存
関
係
の
厚
み
こ
そ
が
、
支
配
の

強
度
を
記
述
す
る
決
定
的
な
指
標
と
な
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
共
和
主
義
的
批
判
は
、「
外
部
」
の
局
面
で
は
切
迫
し
た
客
観
的
利
益
の
保
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護
の
欠
如
を
問
い
、「
内
部
」
の
局
面
で
は
依
存
と
退
出
コ
ス
ト
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
る
脆
弱
性
を
精
査
す
る
と
い
う
、
分
析
的
精
度
を
獲
得

し
た
と
い
え
る
。

（
三
）
執
行
に
お
け
る
構
造
的
支
配

理
念
的
な
批
判
に
加
え
、
共
和
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
境
管
理
が
実
践
に
お
い
て
必
然
的
に
も
た
ら
す
支
配
の
構
造
を
解
明
す
る
こ

と
で
、
さ
ら
に
そ
の
射
程
を
広
げ
た
。
セ
イ
ガ
ー
は
、
移
民
倫
理
学
の
議
論
が
抽
象
的
な
原
則
論
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
、

官
僚
組
織
に
よ
る
「
あ
り
ふ
れ
た
不
正
義
」（
Sager2017:43）
へ
と
注
意
を
喚
起
す
る
。
彼
が
「
あ
り
ふ
れ
た
不
正
義
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、

壮
大
な
原
理
原
則
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
日
々
の
行
政
手
続
き
の
中
で
生
じ
る
、
し
ば
し
ば
可
視
化
さ
れ
に
く
い
害
悪
を
指
す
。
こ
れ
は
、

規
範
的
な
政
治
理
論
が
し
ば
し
ば
見
過
ご
し
て
き
た
、
権
力
行
使
の
ミ
ク
ロ
な
次
元
に
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
（
see
also
Lipsky
2010

cited
in
Sager
2017）。

セ
イ
ガ
ー
が
こ
の
不
可
避
性
を
論
証
す
る
上
で
重
視
す
る
の
は
、
二
つ
の
構
造
的
要
因
で
あ
る
。
第
一
に
、
移
民
が
置
か
れ
た
本
質
的
な

脆
弱
性
で
あ
る
（
ibid.:46）。
彼
ら
は
多
く
の
場
合
、
言
語
能
力
や
法
的
知
識
を
欠
き
、
政
治
的
権
利
を
持
た
ず
、
国
外
退
去
と
い
う
恒
常

的
な
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
（
Sager2014）。
さ
ら
に
、
故
郷
で
の
迫
害
や
移
動
の
経
験
か
ら
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
（
Fazel,W
heeler,and
D
anesh
2005）。
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
彼
ら
が
国
家
権
力
や
、
雇
用
主
の
よ
う
な
私
的
権
力
に
対
し
て
異
議
を

申
し
立
て
る
こ
と
を
極
め
て
困
難
に
す
る
。

第
二
に
、
現
代
の
国
境
管
理
の
執
行
が
有
す
る
固
有
の
構
造
で
あ
る
。
セ
イ
ガ
ー
は
、
社
会
科
学
、
特
に
批
判
的
国
境
研
究
（
critical

border
studies）
の
知
見
を
援
用
(５
)
し
、
そ
の
構
造
を
「
分
散
化
」（
dispersion）、「
外
部
化
」（
externalization）、「
民
営
化
」（
priva-

tization）
と
い
う
三
つ
の
概
念
で
分
析
す
る
（
Sager2017:47）。
ま
ず
「
分
散
化
」
と
は
、
移
民
管
理
が
単
一
の
国
家
機
関
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、複
数
の
政
府
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
国
際
機
関
、
民
間
警
備
会
社
な
ど
が
複
雑
に
関
与
す
る「
移
民
産
業
」（
them
igration
industry
(６
)）
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に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
状
況
を
指
す
（
A
ndersson
2014）。
こ
れ
に
よ
り
、
権
力
行
使
の
責
任
の
所
在
が
極
め
て
曖
昧
に
な
り
、
説
明
責

任
の
所
在
が
不
明
瞭
に
な
る
。
次
に
「
外
部
化
」
と
は
、
先
進
国
が
、
移
民
が
自
国
の
領
土
に
到
達
す
る
前
に
彼
ら
を
阻
止
す
る
た
め
、
経

由
国
や
航
空
会
社
に
管
理
業
務
を
委
託
す
る
状
況
を
指
す
（
Gam
m
eltoft-H
ansen
and
Sørensen
2013）。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
よ
る
カ

ン
ボ
ジ
ア
へ
の
難
民
移
送
（
Crothers,Penh,and
Farrell2015）
や
、
Ｅ
Ｕ
の
資
金
援
助
を
受
け
た
リ
ビ
ア
沿
岸
警
備
隊
に
よ
る
海
上
で

の
移
民
の
捕
捉
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
受
け
入
れ
国
は
自
国
領
土
内
で
適
用
さ
れ
る
べ
き
適
正
手
続
き
や
人
権
保
障
の
義

務
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
（
Gibney
2006）。
最
後
に
「
民
営
化
」
と
は
、
移
民
収
容
施
設
の
運
営
が
民
間
企
業
に
委
託
さ
れ
る
よ

う
な
状
況
で
あ
る
。
例
え
ば
、
CorrectionsCorporation
ofA
m
erica（
現
CoreCivic）
の
よ
う
な
企
業
に
よ
る
運
営
で
あ
り
、
こ
う
し

た
事
例
は
増
加
傾
向
に
あ
る
（
D
oty
and
W
heatley
2013）。
だ
が
、
営
利
目
的
の
企
業
は
、
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
に
劣
悪
な
環
境
で
移
民

を
処
遇
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
運
営
に
民
主
的
な
監
視
が
及
び
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
要
因
が
複
合
的
に
作
用
す
る
こ
と
で
、
移
民
は
、
責
任
の
所
在
が
不
明
確
で
、
自
国
の
法
的
手
続
き
の
保
護
も
及
ば
な
い
、
広

範
か
つ
恣
意
的
な
権
力
構
造
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
四
）
地
位
の
創
設
と
い
う
高
次
の
支
配

共
和
主
義
の
観
点
か
ら
の
批
判
は
、
個
別
の
移
民
の
処
遇
や
執
行
の
あ
り
方
を
超
え
て
、
よ
り
根
本
的
な
次
元
に
ま
で
も
及
ぶ
。
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
、
国
家
が
「
市
民
」「
難
民
」「
一
時
的
労
働
者
」「
非
正
規
移
民
」
と
い
っ
た
市
民
的
地
位
（
civic
statuses）

を
創
り
だ
し
、
人
々
に
割
り
当
て
る
権
力
そ
の
も
の
を
支
配
の
観
点
か
ら
問
題
化
し
た
（
O
w
en
2014）。

オ
ー
ウ
ェ
ン
は
、
市
民
的
地
位
の
正
統
性
を
判
断
す
る
た
め
の
二
つ
の
異
な
る
テ
ス
ト
を
区
別
し
て
提
示
す
る
（
ibid.:91）。
ま
ず
、「
Ｒ

１
テ
ス
ト
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
地
位
が
そ
の
保
持
者
を
、
私
的
な
い
し
公
的
な
権
力
に
よ
る
恣
意
的
な
干
渉
に
対
し
て
脆
弱
に
し
て
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い
な
い
か
を
問
う
。
こ
れ
は
、
ホ
ノ
ハ
ン
、
ベ
ン
ト
ン
、
ホ
ヴ
ダ
ル
=モ
ー
ン
ら
が
分
析
し
て
き
た
、
地
位
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
支
配
の

問
題
に
関
連
す
る
。
た
と
え
ば
、
特
定
の
雇
用
主
の
も
と
で
の
み
労
働
が
許
可
さ
れ
る
就
労
ビ
ザ
に
よ
っ
て
、
労
働
者
が
支
配
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
の
は
、
こ
の
「
Ｒ
１
テ
ス
ト
」
を
満
た
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
cf.Carens
2008）。

い
ま
ひ
と
つ
が
「
Ｒ
２
テ
ス
ト
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
個
人
に
特
定
の
地
位
を
割
り
当
て
る
と
い
う
権
力
行
使
そ
の
も
の
が
恣
意
的
な

も
の
で
な
い
か
を
問
う
。「
Ｒ
２
テ
ス
ト
」
が
示
唆
す
る
の
は
、
国
家
が
人
々
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
異
な
る
権
利
の
束
を
割
り
当
て
る

と
い
う
行
為
自
体
が
、
広
範
な
権
力
行
使
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
市
民
的
地
位
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
配
分
体
制
は
、
地
球
上
の
す

べ
て
の
人
々
の
人
生
の
機
会
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
。
共
和
主
義
の
中
核
を
な
す
要
請
が
、
権
力
に
服
す
る
者
は
そ
の
権
力
に
対
し
て

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
し
う
る
べ
き
だ
と
い
う
点
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
結
論
は
必
然
的
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
方
向
性
を
帯
び
る
。
す

な
わ
ち
、
地
位
を
創
設
し
配
分
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
体
制
が
非
支
配
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
体
制
に
服
す
る
す
べ
て
の
人
々
が
、
そ
の

ル
ー
ル
の
あ
り
方
を
効
果
的
に
形
成
し
、異
議
を
申
し
立
て
る
権
限
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（
O
w
en
2014:

104）。
こ
う
し
た
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
議
論
は
、
ア
ラ
シ
ュ
・
ア
ビ
ザ
デ
が
か
つ
て
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
理
論
か
ら
展
開
し
た
、
国
境
管
理
と
い
う

強
制
的
措
置
は
そ
の
影
響
を
受
け
る
す
べ
て
の
者
に
よ
る
民
主
的
正
当
化
を
要
す
る
と
い
う
主
張
（
A
bizadeh
2008）
と
軌
を
一
に
し
て

い
(７
)
る
。
だ
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
、
問
題
の
焦
点
を
「
強
制
」
か
ら
「
支
配
」
へ
と
転
換
さ
せ
、
単
な
る
民
主
的
参
加
の
要
求
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
、
権
力
関
係
そ
の
も
の
の
非
恣
意
性
を
問
う
と
い
う
、
よ
り
共
和
主
義
的
な
枠
組
み
の
中
で
こ
の
問
題
を
再
定
式
化
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
共
和
主
義
に
よ
る
国
境
管
理
批
判
は
、
国
家
が
広
範
な
裁
量
権
を
有
す
る
こ
と
に
対
す
る
懸
念
か
ら
始
ま
り
、「
支
配
」

概
念
の
精
緻
化
、
執
行
プ
ロ
セ
ス
の
構
造
的
欠
陥
の
解
明
を
経
て
、
国
家
が
市
民
的
地
位
を
創
り
だ
す
権
力
そ
の
も
の
の
正
統
性
を
問
う
と

い
う
、
根
本
的
な
射
程
を
持
つ
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
多
層
的
で
強
力
な
批
判
は
、
国
境
管
理
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
乗
り
越
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
極
め
て
高
い
水
準
の
正
当
化
責
任
を
課
し
た
と
い
え
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
応
答
す
る
た
め
、
共
和
主
義
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の
理
念
そ
の
も
の
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
に
内
在
す
る
も
う
一
つ
の
要
請
、
す
な
わ
ち
「
自
由
な
国
家
」
を
維
持
す
る
と
い
う
責
務
を
検
討
し

よ
う
。

第
三
節

共
和
主
義
の
理
念
の
両
義
性
―
―
「
自
由
な
国
家
」
と
い
う
条
件
―
―

前
節
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
非
支
配
の
理
念
は
、
現
代
の
国
境
管
理
体
制
に
対
し
て
多
層
的
か
つ
根
本
的
な
批
判
を
提
起
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
批
判
に
基
づ
き
、
共
和
主
義
が
必
然
的
に
国
境
の
全
面
的
な
開
放
を
支
持
す
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
和
主

義
の
理
論
体
系
の
根
底
に
は
、
個
人
の
自
由
を
重
視
す
る
視
座
と
並
行
し
て
、
そ
の
自
由
を
可
能
に
す
る
制
度
的
条
件
と
し
て
、
政
治
共
同

体
の
自
律
性
を
重
視
す
る
と
い
う
、
い
ま
ひ
と
つ
の
強
力
な
要
請
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
理
念
に
内
在
す
る
構
成
的

な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
、
す
な
わ
ち
「
自
由
な
個
人
」
の
要
請
と
「
自
由
な
国
家
」
の
要
請
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
分
析
す
る
。
こ
の
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
を
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
共
和
主
義
が
な
ぜ
国
家
に
よ
る
移
民
管
理
の
原
理
的
権
能
を
正
当
化
し
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
と

な
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
共
和
主
義
の
基
本
テ
ー
ゼ
―
―
「
自
由
な
個
人
」
と
「
自
由
な
国
家
」
―
―

共
和
主
義
思
想
の
根
幹
を
な
す
の
は
、
フ
ァ
イ
ン
が
（
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
の
議
論
に
基
づ
き
）
定
式
化
し
た
二
つ
の
公
理
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
自
由
に
行
為
す
る
た
め
に
は
、
自
由
な
個
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
第
二
に
「
自
由
な
個
人
と
し
て
生
き
、

行
為
す
る
た
め
に
は
、
自
由
な
国
家
に
住
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
Fine2014:11;seealsoSkinner2010:98-99）
と
い
う
も
の
で

あ
(８
)
る
。
こ
の
「
自
由
な
個
人
」
と
「
自
由
な
国
家
」
と
い
う
対
を
な
す
原
理
は
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
の
理
論
体
系
全
体
を
貫
徹
し
て
お
り
、
個
人

の
非
支
配
と
い
う
価
値
が
特
定
の
政
治
的
・
制
度
的
文
脈
に
い
か
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
を
明
示
し
て
い
る
。
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ペ
テ
ィ
ッ
ト
に
と
っ
て
、「
自
由
な
個
人
」
と
は
、
他
者
か
ら
の
干
渉
を
受
け
な
い
だ
け
で
な
く
、
他
者
が
恣
意
的
に
干
渉
す
る
権
力
を
持

た
な
い
よ
う
な
、
強
固
な
法
的
・
社
会
的
な
地
位
を
享
受
す
る
者
を
指
す
。
そ
れ
は
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
が
「
ア
イ
ボ
ー
ル
・
テ
ス
ト
」（
eyeball

test）
と
呼
ぶ
も
の
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
(９
)
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
顔
色
を
窺
い
、
恐
怖
や
追
従
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
行
動
を
歪
め
る
こ
と

な
く
、
対
等
な
存
在
と
し
て
他
者
と
向
き
あ
え
る
状
態
で
あ
る
（
Pettit2012:84）。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
確
固
た
る
自
由
は
自
然
状
態
で
は

決
し
て
実
現
し
え
な
い
。
そ
れ
は
、
私
的
領
域
に
お
け
る
支
配
（
dom
inium
）、
す
な
わ
ち
個
人
や
集
団
が
他
者
に
対
し
て
行
使
す
る
恣
意

的
な
権
力
を
、公
的
権
力（
im
perium
）と
し
て
の
国
家
が
法
の
下
に
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る（
Pettit2001:

153）。
だ
が
、
こ
こ
で
た
だ
ち
に
第
二
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
の
国
家
自
体
が
市
民
を
支
配
す
る
主
体
へ
と
変
質
す
る
危
険
性
で
あ
る
。「
善
良

な
専
制
君
主
」
の
下
で
は
、
市
民
は
相
互
の
私
的
支
配
か
ら
は
守
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
度
は
国
家
と
い
う
、
よ
り
強
大
な
権
力
主

体
の
恣
意
的
な
意
志
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
（
Pettit2015:8）。
し
た
が
っ
て
、
個
人
が
真
に
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
国
家
は
単
に
私

的
支
配
を
抑
制
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
非
支
配
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ペ
テ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
「
支
配
的
で
な
い

形
で
、
国
内
の
支
配
を
な
く
す
擁
護
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
Pettit2012:19）。
こ
れ
が
、「
自
由
な
国
家
」
が
満
た
す
べ

き
第
一
の
条
件
、
す
な
わ
ち
「
内
的
自
由
」（
internalfreedom
）
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
の
議
論
の
射
程
は
、
国
内
領
域
に
限
定
さ
れ
な
い
。
た
と
え
国
内
制
度
が
民
主
的
に
構
築
さ
れ
、
市
民
が

み
ず
か
ら
の
国
家
を
統
制
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
国
家
自
体
が
外
部
の
強
大
な
権
力
、
す
な
わ
ち
他
の
国
家
、
国
際
機
関
、
あ

る
い
は
多
国
籍
企
業
な
ど
に
よ
っ
て
恣
意
的
な
干
渉
を
受
け
、
そ
の
意
志
決
定
を
歪
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
支
配
は
間
接
的
に
国
内

の
市
民
生
活
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
（
Pettit2015:16-17
(10
)）。
外
部
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
採
用
を
断
念
さ
せ
ら
れ
た
政
策
や
受
容
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
不
利
益
な
協
定
は
、
も
は
や
そ
の
国
の
市
民
の
統
制
下
に
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
個
人
の
完
全
な
非
支
配
は
、
そ
の
個
人
が

所
属
す
る
国
家
が
「
外
的
自
由
」（
externalfreedom
）、
す
な
わ
ち
国
際
社
会
に
お
い
て
他
の
主
体
か
ら
支
配
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
享
受

― 53 ―



し
て
初
め
て
達
成
さ
れ
る
。

こ
の
「
自
由
な
個
人
は
、
自
由
な
国
家
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
共
和
主
義
の
基
本
テ
ー
ゼ
こ
そ
、
移
民
倫
理
を
め
ぐ
る
議

論
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
移
民
個
人
の
非
支
配
と
い
う
価
値
を
追
求
す
る
際
に
、
そ
の
価
値
を

実
質
的
に
保
障
す
る
た
め
の
制
度
的
基
盤
で
あ
る
「
自
由
な
国
家
」
の
存
続
と
安
定
と
い
う
、
い
ま
ひ
と
つ
の
要
請
を
無
視
す
る
こ
と
を
許

容
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
共
和
主
義
的
な
国
際
主
義
と
国
家
の
機
能

こ
こ
で
「
自
由
な
国
家
」
が
個
人
の
非
支
配
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
決
し
て
排
外
的
な
「
国
民
文
化
」（
national

culture）
や
文
化
的
同
質
性
へ
の
回
帰
を
意
味
し
な
い
。
ラ
ド
イ
ル
ス
カ
が
論
じ
た
よ
う
に
、
国
家
の
存
立
基
盤
を
不
透
明
な
国
民
文
化
に

求
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
支
配
を
生
み
出
す
要
因
と
な
る
（
Radoilska2014）。
む
し
ろ
、
共
和
主
義
が
擁

護
す
べ
き
は
、
非
支
配
を
実
効
化
す
る
た
め
の
「
制
度
的
能
力
」
を
備
え
た
国
家
で
あ
る
。
ト
ー
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
の
支
配
を
支

え
る
市
民
的
徳
、
再
分
配
を
可
能
に
す
る
社
会
的
一
体
性
、
そ
し
て
福
祉
国
家
と
い
っ
た
制
度
的
基
盤
が
、
無
制
限
の
移
民
に
よ
っ
て
そ
の

十
全
な
機
能
が
毀
損
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
共
同
体
全
体
の
（
将
来
的
に
は
移
民
自
身
を
も
含
む
）
非
支
配
を
毀
損
す
る
こ
と
に
な
る

（
T
óth
2023:37）。

こ
の
視
座
か
ら
は
、
国
家
主
権
は
「
機
能
的
な
主
権
」
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
。
国
家
が
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
ネ
イ

シ
ョ
ン
を
代
表
し
て
き
た
か
ら
と
い
う
理
由
以
上
に
、
非
支
配
を
保
障
す
る
法
制
度
を
執
行
し
、
説
明
責
任
を
確
保
す
る
た
め
の
、
現
存
す

る
最
も
効
果
的
な
制
度
的
基
盤
だ
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
機
能
的
な
国
家
観
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の

実
現
に
お
い
て
国
家
が
果
た
す
べ
き
積
極
的
な
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
国
家
に
対
し
、
自
国
民
の
非
支
配
を
確
保
す
る
だ
け
で

な
く
、
他
国
や
国
際
機
関
と
の
間
で
公
正
な
規
則
を
形
成
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
背
景
的
正
義
」（
background
justice）
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を
維
持
す
る
と
い
う
、
よ
り
広
範
な
責
務
を
課
す
（
O
w
en
2021:128
(11
))。

し
た
が
っ
て
、
共
和
主
義
が
国
家
に
移
民
管
理
の
原
理
的
権
能
を
認
め
る
の
は
、
国
家
が
「
非
支
配
の
擁
護
者
」
と
し
て
の
制
度
的
能
力

を
維
持
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
民
主
主
義
と
は
、
多
数
決
の
支
配
で
は
な
く
、
市
民
が
国
家
の
決
定

に
対
し
て
実
効
的
に
異
議
を
唱
え
、
国
家
の
恣
意
性
を
抑
制
し
う
る
「
論
争
可
能
性
を
内
装
し
た
制
度
の
束
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
こ
の

「
共
和
主
義
的
な
国
際
主
義
」（
republican
internationalism
）
の
構
想
は
、
個
々
の
移
民
の
非
支
配
を
追
求
す
る
議
論
が
、
そ
の
非
支
配

を
実
質
的
に
保
障
す
る
た
め
の
制
度
的
基
盤
、
す
な
わ
ち
機
能
的
な
「
自
由
な
国
家
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い
か
に
維
持
・
強
化
す
る
か
と

い
う
問
い
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
ibid.:116）。
移
民
の
権
利
擁
護
の
主
張
が
、
結
果
と
し
て
そ
の
権
利
を
保
障
す
べ
き

国
家
の
統
治
能
力
を
毀
損
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
己
否
定
的
な
議
論
と
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
心
的
な
論
点
は
、
移
民
個
人

の
非
支
配
と
共
同
体
の
非
支
配
（
す
な
わ
ち
、
自
由
な
国
家
の
維
持
）
と
い
う
二
つ
の
要
請
を
、
い
か
に
し
て
調
停
し
両
立
さ
せ
る
か
と
い

う
点
に
あ
る
。

第
四
節
「
非
支
配
的
」
な
国
境
管
理
の
制
度
設
計

前
節
で
は
、
共
和
主
義
の
理
念
が
、
個
人
の
非
支
配
を
保
障
す
る
制
度
的
基
盤
と
し
て
の
「
自
由
な
国
家
」
を
維
持
す
る
と
い
う
責
務
を

国
家
に
課
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
移
民
を
管
理
す
る
原
理
的
な
権
能
を
正
当
化
し
う
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
原
理
的
な
正

当
化
は
、
第
二
節
で
明
ら
か
に
し
た
、
国
境
管
理
の
理
念
と
実
践
が
い
か
に
深
刻
な
「
支
配
」
を
生
み
出
す
か
と
い
う
重
要
な
問
い
に
い
ま

だ
応
答
し
て
い
な
い
。
原
理
的
な
権
能
の
存
在
が
、
そ
の
恣
意
的
な
行
使
を
許
容
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
共
和
主
義
は
権

力
の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
飼
い
な
ら
す
」
た
め
の
厳
格
な
制
度
的
規
律
を
要
求
す
(12
)
る
。

本
節
の
目
的
は
、
こ
の
共
和
主
義
的
な
権
力
規
律
の
構
想
を
、
国
境
管
理
と
い
う
文
脈
で
具
体
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
境
を
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撤
廃
す
る
と
い
う
理
想
主
義
的
な
目
標
で
も
、
現
状
の
支
配
的
な
実
践
を
追
認
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
目
指
す
べ
き
は
、
国
境
を
恣
意
的
な

権
力
の
場
か
ら
、
法
の
支
配
が
貫
徹
し
、
権
力
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
が
常
に
可
能
な
、
予
見
可
能
性
の
高
い
制
度
的
境
界
へ
と
転
換
す

る
こ
と
で
あ
(13
)
る
。
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
本
節
で
は
ま
ず
、
国
家
が
と
り
う
る
移
民
排
除
戦
略
の
類
型
を
分
析
し
、
共
和
主
義

が
原
理
的
に
拒
否
す
べ
き
戦
略
を
特
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
許
容
さ
れ
る
戦
略
を
い
か
に
し
て
「
非
支
配
的
」
な
も
の
へ
と
転
換
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
た
め
の
法
的
・
制
度
的
要
件
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
一
）
二
つ
の
移
民
排
除
戦
略
の
ジ
レ
ン
マ
と
共
和
主
義
の
選
択

国
家
が
移
民
を
排
除
し
、
共
同
体
の
境
界
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
際
に
用
い
る
戦
略
は
一
様
で
は
な
い
。
バ
ー
ト
ラ
ム
は
、
社
会
人
類
学

の
知
見
を
援
用
し
、国
家
が
移
民
を
排
除
す
る
た
め
に
取
り
う
る
戦
略
を
二
つ
の
理
念
型
に
分
類
し
た（
Bertram
2014:131
(14
))。
す
な
わ
ち
、

物
理
的
な
国
境
線
で
人
々
を
排
除
す
る
「
物
理
的
な
境
界
防
御
」（
perim
eterdefence）
と
、
領
土
内
へ
の
立
ち
入
り
は
許
容
し
つ
つ
も
、

市
民
権
や
社
会
保
障
と
い
っ
た
社
会
の
主
要
な
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
こ
と
で
人
々
を
社
会
的
に
排
除
す
る
「
社
会
的
な
境
界
防

御
」（
socialboundary
defence）
で
あ
る
。

一
見
、「
社
会
的
な
境
界
防
御
」
は
、
移
動
の
自
由
と
い
う
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
価
値
を
尊
重
し
う
る
点
で
、「
物
理
的
な
境
界
防
御
」
よ

り
も
望
ま
し
い
選
択
肢
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
国
家
は
物
理
的
な
強
制
力
を
用
い
て
人
々
の
移
動
を
妨
げ
ず
に
、
共
同
体
の
境
界
を
維

持
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
バ
ー
ト
ラ
ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
戦
略
は
共
和
主
義
の
観
点
か
ら
は
、
よ
り
深
刻
で
許
容
し
え
な

い
不
正
義
と
支
配
を
も
た
ら
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
一
つ
の
国
家
の
領
域
内
に
、
権
利
が
制
限
さ
れ
た
恒
久
的
な
「
二
級
市
民
」
階
層
、

す
な
わ
ち
支
配
さ
れ
る
身
分
階
層
を
意
図
的
に
創
り
出
す
か
ら
で
あ
る
（
Bertram
2014:137
(15
)）。

こ
の
戦
略
が
共
和
主
義
の
理
念
と
相
容
れ
な
い
理
由
は
、
少
な
く
と
も
三
点
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
民
主
的
正
統
性
の
原
則
を
侵
害
す

る
。
同
じ
法
の
下
で
生
活
す
る
人
々
を
、
そ
の
法
の
制
定
プ
ロ
セ
ス
か
ら
恒
久
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
を
市
民
に
よ
る
一
方
的
な
統
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治
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
支
配
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
相
互
性
の
原
則
に
反
す
る
。
労
働
や
納
税
を
通
じ
て
社

会
に
貢
献
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
を
平
等
な
構
成
員
と
し
て
処
遇
し
な
い
こ
と
は
、
公
正
な
協
力
関
係
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
第
三
に
、
そ
し
て
共
和
主
義
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
点
と
し
て
、
そ
れ
は
人
々
を
搾
取
に
対
し
て
極
め
て
脆
弱
な
状
態
に
置
く
。

ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
古
典
的
な
分
析
枠
組
み
を
援
用
す
れ
ば
、
彼
ら
は
政
治
的
な
「
声
」（
voice）
を
剥
奪
さ
れ
、
か
つ
他
の
選

択
肢
（
exit）
も
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
、
搾
取
的
な
労
働
条
件
や
不
当
な
扱
い
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
H
irschm
an
1970）。
こ
れ
は
、

フ
ァ
イ
ン
や
メ
ー
ガ
ン
・
ベ
ン
ト
ン
が
共
和
主
義
の
観
点
か
ら
最
も
問
題
視
し
た
、
市
民
的
地
位
の
脆
弱
性
が
も
た
ら
す
支
配
の
構
造
に
ほ

か
な
ら
な
い
（
Fine
2014;Benton
2014）。

し
た
が
っ
て
、
共
和
主
義
は
「
社
会
的
な
境
界
防
御
」
を
明
確
に
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
内
に
意
図
的
に
支
配
さ
れ
る
階
級
を

創
り
出
す
こ
と
は
、
共
同
体
全
体
の
自
由
を
損
な
い
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
の
言
う
「
自
由
な
国
家
」
の
理
念
そ
の
も
の
を
内
部
か
ら
毀
損
す
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
理
想
的
な
世
界
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
現
存
す
る
選
択
肢
の
中
か
ら
よ
り
不
正
義
の
少
な
い
も
の
を
選
び
、

そ
れ
を
変
革
し
て
い
く「
非
理
想
理
論
」的
な
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
。
共
和
主
義
が
取
り
う
る
唯
一
の
選
択
肢
は
、「
物
理
的
な
境
界
防
御
」

を
、
い
か
に
し
て
非
支
配
的
な
も
の
へ
と
改
革
す
る
か
と
い
う
問
い
に
取
り
組
む
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）
権
力
規
律
の
法
的
枠
組
み

｢物
理
的
な
境
界
防
御
」
を
非
支
配
的
な
も
の
へ
と
転
換
さ
せ
る
た
め
の
第
一
の
要
件
は
、
そ
の
権
力
行
使
を
「
法
の
支
配
」
の
下
に
厳
格

に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
セ
イ
ガ
ー
が
批
判
し
た
「
官
僚
的
支
配
」
の
根
源
に
は
、
法
規
の
欠
如
や
曖
昧
さ
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
広
範
な
裁
量

権
が
存
在
す
る
（
Sager
2017:44）。
こ
の
問
題
に
対
す
る
共
和
主
義
的
な
応
答
は
、
ス
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
フ
が
提
示
し
た
精
緻
な
法
的
枠
組

み
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
Slingenberg
2020）。
彼
女
の
分
析
は
、
非
支
配
が
合
法
性
（
legality）
以
上
の
も
の
を
要
求
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
権
力
が
い
か
に
法
に
よ
っ
て
実
質
的
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
か
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
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ス
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
フ
は
、
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
コ
・
パ
ロ
ン
ベ
ッ
ラ
の
議
論
を
援
用
し
、
法
の
支
配
が
法
の
二
元
性
（
duality
oflaw
）
と
い

う
理
念
に
立
脚
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
（
ibid.:407;Palom
bella2010
(16
)）。
こ
の
枠
組
み
を
移
民
管
理
に
適
用
す
れ
ば
、
非
支
配
的
な
国
境

管
理
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
法
的
条
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
収
容
や
国
外
退
去
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
強
制
的
措
置
は
、
明
確
か
つ
公
的
な
国
内
法
規
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
目
指
さ
れ
る
の
は
、
行
政
実
務
に
お
け
る
裁
量
の
「
完
全
な
排
除
」
で
は
な
い
。
マ
イ
ケ
ル
・
リ
プ
ス
キ
ー
が
「
ス
ト

リ
ー
ト
・
レ
ベ
ル
の
官
僚
制
」（
street-levelbureaucracy）
の
分
析
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
現
場
の
公
務
員
が
一
定
の
解
釈
・
適
用

の
余
地
（
裁
量
）
を
持
つ
こ
と
は
、
行
政
機
能
の
維
持
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
（
Lipsky
2010）。
共
和
主
義
が
問
題
視
す
る
の
は
裁
量
の
存

在
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
理
由
提
示
を
欠
き
、
予
見
不
可
能
で
、
事
後
的
な
争
訟
可
能
性
（
contestability）
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い

る
「
恣
意
的
な
状
態
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
支
配
的
な
国
境
管
理
が
求
め
る
規
律
と
は
、
裁
量
を
「
ゼ
ロ
化
」
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

①
判
断
基
準
の
事
前
公
開
、
②
個
別
の
決
定
に
対
す
る
具
体
的
な
理
由
提
示
、
③
判
断
プ
ロ
セ
ス
の
記
録
化
、
④
独
立
し
た
機
関
に
よ
る
事

後
的
な
監
査
と
統
計
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
と
い
う
「
裁
量
を
恣
意
的
で
な
い
も
の
に
す
る
四
つ
の
制
度
的
装
置
」
に
よ
っ
て
、
裁
量
権
を
公

共
的
理
由
と
説
明
責
任
の
連
鎖
の
中
に
拘
束
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
場
の
判
断
は
「
人
治
」
か
ら
、
論
争
可
能
で
予
見
性
の

あ
る
「
規
律
さ
れ
た
裁
量
」
へ
と
転
換
さ
れ
る
。

第
二
に
、
そ
の
国
内
法
規
自
体
が
、
憲
法
や
国
際
人
権
法
と
い
っ
た
主
権
者
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
高
次
の
法
源
に
よ
っ
て
実
質
的
に
規

律
さ
れ
、
司
法
的
な
異
議
申
し
立
て
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
が
比
例
原
則
の
よ
う
な
一
般
原
則
を
積
極
的
に
適
用
し
、「
司

法
の
権
能
」
の
担
い
手
と
し
て
「
統
治
の
権
能
」
を
実
質
的
に
審
査
す
る
役
割
を
担
う
必
要
が
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ラ
ミ
ー
の
よ
う
な

政
治
的
立
憲
主
義
者
は
司
法
審
査
に
よ
る
新
た
な
支
配
を
警
告
す
る
が
、
移
民
の
よ
う
に
政
治
過
程
か
ら
構
造
的
に
排
除
さ
れ
た
「
分
離
し

た
少
数
派
」
に
つ
い
て
は
、
審
査
の
補
完
的
役
割
は
共
和
主
義
的
に
許
容
さ
れ
る
（
Bellam
y
2007;O
w
en
2014）。

さ
ら
に
、
ベ
ン
ト
ン
の
「
退
出
コ
ス
ト
」
概
念
が
示
す
よ
う
に
、
依
存
度
が
高
い
移
民
に
対
し
て
は
、
よ
り
強
力
な
法
的
保
護
と
、
国
家
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へ
の
説
明
責
任
が
要
求
さ
れ
(17
)
る
。
難
民
認
定
手
続
き
等
に
お
い
て
は
、
国
家
の
裁
量
を
最
大
限
に
抑
制
し
、
異
議
申
し
立
て
の
権
利
を
十
全

に
保
障
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
異
議
申
し
立
て
の
制
度
化

法
の
支
配
、
と
り
わ
け
司
法
的
な
異
議
申
し
立
て
は
、
権
力
規
律
の
中
核
で
あ
る
が
、
共
和
主
義
が
求
め
る
異
議
申
し
立
て
は
司
法
的
な

も
の
に
限
定
さ
れ
な
(18
)
い
。
ホ
イ
が
分
析
し
た
「
聖
域
都
市
」
の
実
践
、
す
な
わ
ち
非
正
規
移
民
に
対
し
て
比
較
的
寛
容
な
政
策
を
採
っ
て
き

た
諸
都
市
に
関
す
る
詳
細
な
歴
史
分
析
は
、
異
議
申
し
立
て
が
い
か
に
し
て
政
治
制
度
そ
の
も
の
に
組
み
込
ま
れ
う
る
か
を
示
す
、
示
唆
に

富
ん
だ
事
例
で
あ
る
（
H
oye
2020）。

ホ
イ
が
明
ら
か
に
し
た
「
聖
域
都
市
」
の
あ
り
方
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
支
配
的
な
移
民
に
対
す
る
権
力
行
使
に
対
し
、
州
や
市
が
み
ず

か
ら
の
権
限
を
用
い
て
対
抗
す
る
制
度
的
抵
抗
で
あ
る
。
こ
の
一
般
原
理
は
、特
定
の
連
邦
制
と
い
う
枠
組
み
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
質
的
な
要
点
は
、
移
民
に
対
す
る
権
力
行
使
が
単
一
の
主
体
に
独
占
さ
れ
る
と
き
恣
意
性
の
リ
ス
ク
は
最
大
化
し
、
争
訟
可
能
性
は
最
小

化
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
異
な
る
統
治
レ
ベ
ル
や
独
立
し
た
機
関
が
、
相
互
に
牽
制
し
、
情
報
の
公
開
や
法
的
保
護
の
提

供
を
通
じ
て
そ
の
権
力
行
使
を
相
対
化
し
う
る
と
き
、
権
力
は
絶
え
ざ
る
規
律
の
下
に
置
か
れ
る
。
司
法
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
独
立
し
た
監

視
機
関
、
国
際
的
な
人
権
保
障
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
「
垂
直
（
地
方
／
国
際
）・
水
平
（
司
法
／
市
民
社
会
）」
の
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン

ス
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
こ
の
非
支
配
的
空
間
は
構
築
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
権
限
の
分
散
は
地
方
が
排
外
的
な
「
抵
抗
」
を
試
み
る
リ
ス
ク
を
内
包
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
和
主
義
が
擁
護
す
る
の
は
無

原
則
な
分
権
で
は
な
く
、「
高
次
規
範
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
多
元
性
」
で
あ
る
。
排
外
的
な
地
方
の
恣
意
性
を
抑
制
す
る
の
は
、
憲
法

上
の
平
等
原
則
や
国
際
人
権
法
を
指
針
と
す
る
第
一
原
則
（
法
の
支
配
）
に
よ
る
規
律
で
あ
る
。
多
層
的
回
路
は
、
い
ず
れ
か
の
主
体
の
逸

脱
を
他
方
が
是
正
し
う
る
「
救
済
の
冗
長
性
」
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
設
計
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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（
四
）
共
和
主
義
に
基
づ
く
国
境
管
理
を
支
え
る
諸
原
則

以
上
の
議
論
に
基
づ
き
、「
非
支
配
的
な
国
境
管
理
」
の
制
度
的
要
件
を
三
つ
の
原
則
と
し
て
提
示
し
よ
う
。

第
一
に
、
法
の
支
配
と
裁
量
の
規
律
化
の
原
則
で
あ
る
。
す
べ
て
の
移
民
管
理
プ
ロ
セ
ス
は
明
確
な
法
規
に
基
づ
き
、
現
場
の
裁
量
が
支

配
へ
堕
さ
な
い
よ
う
、
理
由
提
示
と
透
明
性
を
確
保
す
る
制
度
的
網
の
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
定
が
常
に
「
事
後
的
に
異
議

を
申
し
立
て
ら
れ
、
理
由
を
問
わ
れ
、
審
査
さ
れ
う
る
状
態
」
に
あ
る
「
論
争
可
能
性
」
こ
そ
が
核
心
で
あ
る
。

第
二
に
、
多
層
的
な
異
議
申
し
立
て
と
監
視
の
原
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
垂
直
的
な
地
方
政
府
の
牽
制
や
行
政
不
服
申
立
て
に
加
え
、

国
際
的
な
監
視
枠
組
み
へ
の
接
続
が
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
具
体
的
機
能
（
法
的
支
援
、
監
視
、
申
立
て
支

援
等
）
に
即
し
て
定
義
さ
れ
た
「
市
民
社
会
組
織
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
国
家
に
よ
る
支
配
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
「
公
共
的
理
由
提
示
」

へ
と
開
か
せ
る
行
為
主
体
と
し
て
の
役
割
を
担
う
。

第
三
に
、
段
階
的
か
つ
安
定
的
な
包
摂
の
原
則
で
あ
る
。
ホ
ヴ
ダ
ル
=モ
ー
ン
の
「
市
民
権
へ
の
階
段
」
モ
デ
ル
を
、「
予
見
可
能
な
プ
ロ

セ
ス
に
よ
る
移
行
可
能
性
」
と
「
各
段
階
で
の
異
議
申
し
立
て
の
権
利
」
と
い
う
条
件
と
統
合
す
(19
)
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
位
が
固
定
化
さ
れ

「
社
会
的
な
境
界
防
御
」
へ
と
陥
る
こ
と
を
防
ぎ
、
動
的
で
開
か
れ
た
包
摂
の
プ
ロ
セ
ス
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

第
五
節

お
わ
り
に
─
─
国
境
管
理
に
お
け
る
「
非
支
配
」
の
実
現
に
向
け
て
─
─

本
稿
は
、
ネ
オ
共
和
主
義
が
提
示
す
る
「
非
支
配
と
し
て
の
自
由
」
と
い
う
理
念
が
、
移
民
倫
理
学
に
お
い
て
、
単
純
な
国
境
開
放
論
に

も
、排
外
的
な
国
境
管
理
の
肯
定
に
も
回
収
さ
れ
な
い
、第
三
の
道
を
示
し
う
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
の
理
論
的
探
究
の
出
発
点
と
な
っ

た
の
は
、
ホ
ノ
ハ
ン
、
コ
ス
タ
、
セ
イ
ガ
ー
ら
が
展
開
し
た
、
国
境
管
理
を
「
支
配
」
の
装
置
と
し
て
批
判
す
る
強
力
な
議
論
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
議
論
は
、
国
家
が
有
す
る
広
範
な
裁
量
権
、
移
民
の
基
本
的
な
利
益
を
保
護
す
る
抑
制
機
能
の
欠
如
、
執
行
プ
ロ
セ
ス
に
内
在
す
る
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構
造
的
支
配
が
、
い
か
に
し
て
移
民
や
潜
在
的
移
民
を
恣
意
的
な
権
力
に
従
属
さ
せ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
、
国

家
が
市
民
外
の
個
人
に
対
し
て
「
難
民
」
や
「
一
時
的
労
働
者
」
と
い
っ
た
市
民
的
地
位
を
一
方
的
に
創
設
し
割
り
当
て
る
権
力
そ
の
も
の

を
、
支
配
の
観
点
か
ら
問
題
化
し
た
。
こ
う
し
た
共
和
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
国
境
管
理
批
判
は
、
い
か
な
る
国
境
管
理
の
正
当
化
論
も
、

か
か
る
「
支
配
」
の
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
倫
理
的
な
要
請
を
突
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
が
た
だ
ち
に
国
境
管
理
の
撤
廃
や
国
境
開
放
を
論
理
的
に
帰
結
す
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ペ
テ
ィ
ッ
ト
の
理
論
体
系
を
貫
き
、
フ
ァ
イ
ン
が
定
式
化
し
た
、「
自
由
な
個
人
は
、
自
由
な
国
家
に
お

い
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
テ
ー
ゼ
は
、
支
配
さ
れ
る
個
人
の
苦
境
だ
け
で
な
く
、
そ
の
支
配
か
ら
解
放
す
る
不
可
欠
な
制
度
的

基
盤
で
あ
る
「
自
由
な
国
家
」
そ
の
も
の
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
。
個
人
の
非
支
配
は
、
そ
れ
を
実
効
的
に
保
障
す
る
制
度
的
基
盤
な
し
に

は
成
立
し
え
な
い
。
ト
ー
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
の
支
配
を
支
え
る
市
民
的
徳
、
再
分
配
を
可
能
に
す
る
社
会
的
一
体
性
、
そ
し
て
福

祉
国
家
と
い
っ
た
制
度
的
基
盤
が
、
無
制
限
の
移
民
に
よ
っ
て
そ
の
十
全
な
機
能
（
制
度
的
能
力
）
が
毀
損
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
共
同

体
全
体
の
（
将
来
的
に
は
移
民
自
身
を
も
含
む
）
非
支
配
を
毀
損
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
、
本
稿
が
中
心
的
な
論
点
と
し
て
提
示
し
た
、
共
和
主
義
的
な
自
由
の
構
成
的
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
顕
在
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、

国
境
の
外
部
に
い
る
個
人
の
非
支
配
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
国
境
の
内
部
に
い
る
人
々
の
非
支
配
を
保
障
す
る
共
同
体
の
能
力
を
毀
損
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
、
と
い
う
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
で
あ
(20
)
る
。
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
踏
ま
え
れ
ば
、
共
和
主
義
は
、
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た

め
の
制
度
的
条
件
そ
の
も
の
を
維
持
す
る
責
務
を
優
先
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
共
和
主
義
は
、
国
家
が
み
ず
か
ら
の
存
立
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
に
移
民
を
管
理
す
る
原
理
的
権
能
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
回
帰
を
意
味
し
な
い
。
本
稿
が
依
拠
し
た
ラ
ド
イ
ル
ス
カ
の
批
判
が
示
唆
す
る

よ
う
に
（
Radoilska2014）、
信
頼
の
基
盤
を
曖
昧
な
「
国
民
文
化
」
に
求
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
少
数
派
に
対
す
る
支
配
を
生
み
出

す
要
因
と
な
る
。
共
和
主
義
が
擁
護
す
べ
き
は
、
排
外
的
な
文
化
で
は
な
く
、
多
様
な
人
々
が
共
存
す
る
た
め
の
、
開
か
れ
た
民
主
的
制
度
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と
、
そ
れ
が
保
障
す
る
市
民
権
と
い
う
平
等
な
地
位
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
支
配
を
拒
絶
す
る
市
民
的
徳
（
civicvirtue）
と
、
権
力
に
対

す
る
反
駁
可
能
性
を
担
保
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
支
え
ら
れ
た
「
自
由
な
国
家
」
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
(21
)
い
。

こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
調
停
す
べ
く
、
第
四
節
で
は
「
非
支
配
的
な
国
境
管
理
」
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
論
じ
た
。
バ
ー
ト
ラ
ム
の
分
析

に
基
づ
き
、
国
内
に
身
分
階
層
制
を
創
り
出
す
「
社
会
的
な
境
界
防
御
」
を
斥
け
た
う
え
で
、「
物
理
的
な
境
界
防
御
」
の
質
的
転
換
が
課
題

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
た
め
の
中
心
的
な
制
度
的
要
件
が
、
法
の
支
配
と
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
ス
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
フ
の
法
的
分

析
は
、
移
民
管
理
の
権
力
行
使
が
、
単
な
る
合
法
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
憲
法
や
国
際
人
権
法
と
い
っ
た
高
次
の
規
範
に
よ
っ
て
実
質
的
に
統

制
さ
れ
、
独
立
し
た
司
法
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、
被
支
配
者
の
利
益
を
反
映
す
る
「
ト
ラ
ッ
キ

ン
グ
」
の
要
件
や
、
執
行
プ
ロ
セ
ス
の
「
脱
商
品
化
」
を
通
じ
た
恣
意
性
の
抑
制
が
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
。
ま
た
、
ホ
イ
の
「
聖
域
都
市
」

研
究
は
、
異
議
申
し
立
て
が
司
法
的
な
も
の
に
限
ら
ず
、
地
方
自
治
体
や
市
民
社
会
と
い
っ
た
多
元
的
な
回
路
を
通
じ
て
制
度
化
さ
れ
う
る

こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、ホ
ヴ
ダ
ル
=モ
ー
ン
や
ベ
ン
ト
ン
の
議
論
は
、段
階
的
な
包
摂
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、市
民
的
地
位
が
固
定
化
・

階
層
化
す
る
こ
と
を
防
ぐ
必
要
性
を
示
し
た
。

本
稿
で
展
開
し
た
共
和
主
義
的
議
論
は
、
移
民
と
市
民
の
双
方
の
非
支
配
の
実
現
と
い
う
困
難
な
課
題
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
。
本
稿

の
議
論
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
（
O
w
en
2021）
が
論
じ
た
「
共
和
主
義
的
な
国
際
主
義
」
の
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
射
程
が
よ
り
明
確
に
な
る
。

個
別
の
国
家
が
真
に
「
自
由
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
移
民
産
業
を
規
律
し
、
相
互
の
非
支
配
を
保
障
す
る
「
自
由
な
世
界
（
国

際
秩
序
）」
が
本
来
は
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
節
で
見
た
よ
う
な
「
外
部
化
」
や
「
民
営
化
」
に
伴
う
構
造
的
支
配
を
鑑
み
れ

ば
、
一
国
レ
ベ
ル
の
取
り
組
み
の
み
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
の
移
動
に
伴
う
諸
課
題
に
十
分
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
が
提
示
し
た
非
支
配
的
な
制
度
設
計
の
実
践
は
、
そ
の
よ
う
な
公
正
な
国
際
秩
序
を
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
形
成
す
る

た
め
の
不
可
欠
な
構
成
的
要
素
で
あ
る
。
個
々
の
国
家
が
「
非
支
配
的
な
国
境
管
理
」
を
実
践
す
る
た
め
に
は
、
無
国
籍
状
態
を
根
絶
し
、

移
動
の
権
利
を
相
互
に
保
障
す
る
、
拘
束
力
の
あ
る
国
際
的
制
度
枠
組
み
（
国
家
間
の
公
正
な
責
任
分
担
を
含
む
）
が
不
可
欠
と
な
る
。
グ
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ロ
ー
バ
ル
な
恣
意
的
権
力
を
制
御
し
う
る
国
際
的
制
度
の
具
体
化
は
、
本
稿
に
残
さ
れ
た
限
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
ネ
オ
共
和
主
義
が
取
り

組
む
べ
き
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
個
々
の
「
自
由
な
国
家
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
自
由
な
国
家
か
ら
な
る
国
際
秩
序
」
の
下

に
お
い
て
の
み
、
そ
の
自
由
を
十
全
に
享
受
し
う
る
か
ら
で
あ
る
（
Pettit2015:17）。
こ
の
よ
う
な
困
難
な
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
こ
そ
、

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
共
和
主
義
的
な
自
由
の
探
究
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注（
１
)
ネ
オ
共
和
主
義
の
展
開
に
お
い
て
、
本
稿
の
視
座
は
、
国
内
に
お
け
る
私
的
支
配
（
dom
inium
）
の
抑
制
を
主
眼
と
し
た
「
市
民
的
共
和
主
義
」（
civic

republicanism
）
か
ら
、
国
家
権
力
（
im
perium
）
自
体
の
非
支
配
的
な
構
成
を
問
う
「
立
憲
的
共
和
主
義
」、
さ
ら
に
は
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
拡
張
を
目

指
す
潮
流
の
交
差
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
初
期
の
ペ
テ
ィ
ッ
ト
（
Pettit1997,2012）
や
ス
キ
ナ
ー
（
Skinner1998,2008）
の
議
論
が
、
法
の
支
配
を

通
じ
た
「
市
民
的
地
位
」（
civicstatus）
の
確
立
を
核
心
と
し
た
の
に
対
し
、
近
年
の
研
究
は
、
国
家
そ
れ
自
体
が
外
部
の
恣
意
的
権
力
（
他
国
、
国
際

機
関
、
市
場
）
か
ら
自
由
で
あ
る
た
め
の
「
外
的
自
由
」
の
条
件
を
精
緻
化
さ
せ
て
き
た
（
Laborde2010;Labordeand
Ronzoni2016;Pettit2015）。

本
稿
は
、
こ
の
「
自
由
な
国
家
」
の
要
請
を
、
伝
統
的
な
主
権
擁
護
論
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
の
「
非
支
配
」
を
実
効
化
す
る
た
め
の
機
能
的
か
つ
構
成

的
な
前
提
条
件
と
し
て
捉
え
る
オ
ー
ウ
ェ
ン
（
O
w
en
2021）
や
ロ
ベ
ッ
ト
（
Lovett2016）
の
制
度
論
的
転
回
を
継
承
し
、
移
民
管
理
と
い
う
権
力
行
使

の
場
に
お
い
て
そ
の
理
論
的
整
合
性
を
検
証
す
る
試
み
で
あ
る
。
な
お
、
ネ
オ
共
和
主
義
を
理
解
す
る
上
で
、
中
村
（
二
〇
一
一
）、
深
谷
（
二
〇
二
四
）、

福
家
（
二
〇
二
二
）、
宮
井
（
二
〇
二
三
）
の
研
究
の
知
見
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
２
)
こ
こ
で
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
の
は
、
政
策
上
の
優
先
順
位
の
対
立
で
は
な
く
、
理
性
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
二
つ
の
相
容
れ
な
い

原
理
、
つ
ま
り
「
い
か
な
る
個
人
も
支
配
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
普
遍
的
要
請
と
、「
個
人
の
非
支
配
を
実
効
化
す
る
国
家
は
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
実
践
的
要
請
が
、
移
民
問
題
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
不
可
避
に
衝
突
す
る
と
い
う
緊
張
関
係
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
る
。

（
３
)
移
民
倫
理
学
に
お
け
る
本
稿
の
立
場
は
、
カ
レ
ン
ズ
（
Carens1987,2013）
ら
に
代
表
さ
れ
る
「
移
動
の
自
由
」
を
基
軸
と
し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ

ム
的
な
議
論
と
、
ミ
ラ
ー
（
M
iller2010,2016）
や
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
（
W
alzer1983）
ら
が
提
示
し
た
共
同
体
の
自
己
決
定
権
を
重
視
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
理
論
的
な
対
立
を
、
共
和
主
義
的
自
由
の
観
点
か
ら
再
定
式
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
議
論
が
主
と
し
て
「
資
源
の
分

配
」
や
「
干
渉
の
不
在
」
に
焦
点
を
当
て
る
の
に
対
し
、
共
和
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
H
onohan
2014;O
w
en
2014）
は
、
国
家
と
非
市
民
の
間
の
「
権

力
の
非
対
称
性
」
と
「
恣
意
性
」
の
構
造
的
排
除
を
最
優
先
の
評
価
軸
に
置
く
。
と
り
わ
け
、
ア
ビ
ザ
デ
（
A
bizadeh
2008）
が
提
起
し
た
国
境
管
理
の
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民
主
的
正
当
化
と
い
う
難
題
に
対
し
、
そ
れ
を
「
強
制
」（
coercion）
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
「
支
配
」（
dom
ination）
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
こ

と
で
、
国
境
の
理
念
的
撤
廃
を
帰
結
す
る
「
全
被
服
従
者
原
理
」（
the
all-subjected
principle）
の
限
界
を
克
服
し
、
法
の
支
配
と
「
論
争
可
能
性
」

（
contestability）
に
よ
る
「
国
境
の
規
律
化
」
を
目
指
す
第
三
の
道
を
模
索
し
て
い
る
（
cf.Fine2014;T
óth
2023）。
な
お
、
我
が
国
に
お
け
る
移
民

正
義
論
研
究
も
近
年
深
化
し
て
き
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
対
立
を
軸
に
議
論
が
展
開
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
浦
山
（
二
〇
二
五
）、
白
川
（
二
〇
一
二
：
特
に
第
五
章
;
二
〇
二
五
;
二
〇
二
六
）、
福
原
（
二
〇
一
七
）、
横
濱
（
二

〇
二
五
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
の
よ
う
に
共
和
主
義
の
観
点
か
ら
移
民
正
義
論
を
論
じ
る
試
み
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
４
)
潜
在
的
移
民
は
、
た
と
え
直
接
的
な
干
渉
を
受
け
な
く
と
も
、
国
家
の
「
機
嫌
を
損
ね
な
い
よ
う
に
」
み
ず
か
ら
の
行
動
や
計
画
を
自
己
検
閲
す
る
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
。
こ
の
心
理
的
負
担
こ
そ
が
、
支
配
の
弊
害
を
象
徴
し
て
い
る
。

（
５
)
セ
イ
ガ
ー
が
依
拠
す
る
批
判
的
国
境
研
究
は
、
ル
ー
ベ
ン
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
や
サ
ン
ド
ロ
・
メ
ッ
ザ
ー
ド
ラ
と
い
っ
た
研
究
者
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た

学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
（
A
ndersson
2014;M
ezzadra
and
N
eilson
2013）。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
境
を
固
定
的
・
地
理
的
な
線
と
し
て

で
は
な
く
、
多
様
な
主
体
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
言
説
に
よ
っ
て
常
に
構
成
・
再
生
産
さ
れ
る
流
動
的
な
社
会
制
度
と
し
て
捉
え
る
。
こ
の
視
点
は
、
規
範
理

論
に
対
し
、
権
力
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
か
を
分
析
す
る
た
め
の
、
不
可
欠
な
経
験
的
・
理
論
的
基
盤
を
提
供
す
る
。

（
６
)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
国
境
管
理
が
警
備
会
社
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
さ
ら
に
は
密
入
国
斡
旋
業
者
ま
で
を
も
巻
き
込
ん
だ
巨
大
な
経
済
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
こ

で
は
人
々
の
「
非
正
規
性
」
そ
の
も
の
が
利
益
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
描
き
出
し
た
。
こ
の
視
点
は
、
国
境
管
理
が
国
家
の
政
策
で
は
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
複
雑
な
利
害
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
維
持
・
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
（
A
ndersson
2014）。

（
７
)
ア
ビ
ザ
デ
の
「
全
被
服
従
者
原
理
」
は
、
民
主
主
義
理
論
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
強
制
的
な
規
則
に
服
す
る
者
は
、
そ
の
ル
ー
ル
の
制
定
に
参

加
す
る
権
利
を
持
つ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
A
bizadeh
2008
;
岸
見
二
〇
一
四
)。
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
共
和
主
義
的
な
定
式
化
は
、
こ
れ
と
類
似
し
つ
つ

も
、
よ
り
射
程
が
広
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
議
論
は
、
国
境
管
理
と
い
う
単
一
の
強
制
的
行
為
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
生
涯
に
わ
た
る
機
会
を
規
定
す
る
地

位
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
配
分
の
体
制
全
体
を
、
支
配
の
観
点
か
ら
問
題
化
す
る
か
ら
で
あ
る
（
O
w
en
2014:103）。

（
８
)
こ
の
公
理
は
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
「
自
由
人
」（
liber
hom
o）
と
「
奴
隷
」（
servus）
の
対
比
に
根
差
し
て
い
る
（
Skinner
2008）。

（
９
)
｢ア
イ
ボ
ー
ル
・
テ
ス
ト
」
は
、「
非
支
配
」
が
法
的
形
式
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
な
相
互
承
認
の
次
元
を
持
つ
こ
と
を
示
す
ペ
テ
ィ
ッ
ト
の
巧
み
な
比

喩
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
『
全
体
主
義
の
起
源
』
で
論
じ
た
、
公
的
領
域
に
お
け
る
「
他
者
と
対
等
な
立
場
で
向
き
合
い
、
行
為
す
る
権
利
」

の
重
要
性
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
共
同
体
か
ら
追
放
さ
れ
た
無
国
籍
者
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
承
認
」
を
奪
わ
れ
る

こ
と
で
、
支
配
に
対
し
て
極
め
て
脆
弱
な
存
在
と
な
っ
た
（
A
rendt1951:297）。

（
10
)
こ
こ
で
ペ
テ
ィ
ッ
ト
が
要
請
す
る
の
は
、
国
家
を
外
部
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
閉
鎖
的
な
単
位
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
権
力
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
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中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
捉
え
直
す
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
国
が
国
内
で
ど
れ
ほ
ど
非
支
配
を
追
求
し
て
も
、
そ
の

国
家
自
体
が
外
部
の
強
大
な
ア
ク
タ
ー
か
ら
恣
意
的
に
干
渉
（
た
と
え
ば
不
当
な
経
済
制
裁
や
軍
事
圧
力
）
を
受
け
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
国
の
市
民
は
間

接
的
に
外
部
か
ら
の
支
配
に
服
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
Pettit2015:16-17）。

（
11
)
ミ
リ
ア
ム
・
ロ
ン
ゾ
ー
ニ
は
、「
背
景
的
正
義
」
と
い
う
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
作
用
が
公
正
で
あ
る
た
め
に
は
、
個
別
の
国
家
間

の
合
意
だ
け
で
な
く
、
そ
の
合
意
が
な
さ
れ
る
前
提
条
件
（
基
本
構
造
）
そ
の
も
の
が
恣
意
的
な
権
力
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る

（
Ronzoni2009）。
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
こ
の
議
論
を
継
承
し
、
公
正
な
国
際
秩
序
は
国
家
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
の
真
の
自
由

を
可
能
に
す
る
「
構
成
的
条
件
」
で
あ
る
と
論
じ
る
（
O
w
en
2021:128）。

（
12
)
権
力
を
「
飼
い
な
ら
す
」
と
い
う
比
喩
は
、
共
和
主
義
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
本
質
を
象
徴
す
る
。
そ
れ
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
一
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

個
人
の
不
可
侵
領
域
を
確
保
す
る
た
め
に
公
的
権
力
を
「
制
限
」・「
縮
小
」
す
る
こ
と
と
も
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
よ
う
に
権
力
を
「
廃
絶
」
す
る
こ
と
と
も

異
な
る
。
共
和
主
義
は
、
法
の
支
配
や
多
層
的
な
「
論
争
可
能
性
」
と
い
っ
た
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
政
治
共
同
体
の
維
持
に
不
可
欠
な
権
力

を
、
そ
れ
が
恣
意
的
な
支
配
へ
と
堕
さ
な
い
よ
う
絶
え
ざ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
く
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

（
13
)
ス
キ
ナ
ー
ら
が
再
発
見
し
た
共
和
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
、
法
は
自
由
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
「
制
約
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
を
可
能
に
す
る
「
構

成
要
素
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（
Skinner1998）。
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
理
解
で
は
法
は
自
由
を
減
少
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
共
和
主
義
に
お
い
て
は
、
適
切
に
制

定
さ
れ
規
律
さ
れ
た
法
こ
そ
が
、
他
者
の
恣
意
的
な
意
志
か
ら
の
独
立
を
保
障
す
る
。
本
稿
が
目
指
す
の
は
、
国
境
と
い
う
「
例
外
状
態
」
に
な
り
が
ち
な

領
域
を
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
で
の
「
法
」
の
支
配
下
へ
と
取
り
込
む
こ
と
で
あ
る
。

（
14
)
バ
ー
ト
ラ
ム
が
社
会
人
類
学
（
特
に
Cashdan
1983）
の
知
見
か
ら
こ
の
区
別
を
導
入
し
た
こ
と
は
、
抽
象
的
に
な
り
が
ち
な
規
範
的
議
論
に
「
社
会

学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
も
た
ら
す
。
G.A
.コ
ー
エ
ン
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
政
治
哲
学
は
時
と
し
て
社
会
の
法
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
無
批
判
に
受
容
し
、

そ
の
背
後
で
機
能
す
る
現
実
の
権
力
関
係
や
不
平
等
の
パ
タ
ー
ン
を
見
過
ご
し
が
ち
で
あ
る
（
Cohen
2008）。
バ
ー
ト
ラ
ム
の
分
析
は
、
国
家
が
用
い
る

排
除
の
技
術
が
、
法
的
な
形
式
の
背
後
で
い
か
に
多
層
的
か
つ
物
理
的
に
機
能
し
て
い
る
か
を
白
日
の
下
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
る
。

（
15
)
こ
の
議
論
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
が
『
正
義
の
領
分
』
で
展
開
し
た
ゲ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
制
度
に
対
す
る
批
判
と
深
く
共
鳴
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ル

ツ
ァ
ー
は
、
市
民
権
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
た
永
住
的
な
居
住
階
層
を
意
図
的
に
創
り
出
す
こ
と
は
、
彼
ら
を
市
民
に
よ
る
「
専
制
」
の
対
象
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
民
主
的
共
同
体
の
理
念
そ
の
も
の
を
内
部
か
ら
腐
食
さ
せ
る
と
論
じ
た
（
W
alzer1983:59-60）。
バ
ー
ト
ラ
ム
の
分
析
は
、
こ
の
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー

の
直
観
に
対
し
、
排
除
戦
略
の
選
択
と
い
う
よ
り
戦
略
的
か
つ
理
論
的
な
枠
組
み
を
与
え
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

（
16
)
パ
ロ
ン
ベ
ッ
ラ
が
提
唱
す
る
「
法
の
二
元
性
」
の
核
心
は
、
法
が
単
に
統
治
者
の
意
志
を
執
行
す
る
「
道
具
」（
gubernaculum
）
と
な
る
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
り
、
統
治
者
の
意
志
そ
の
も
の
を
外
部
か
ら
実
質
的
に
拘
束
す
る
、
よ
り
高
次
の
自
律
し
た
法
（
jurisdictio）
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
い
う
点
に
あ
る
（
Palom
bella2010:14）。
ス
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
フ
は
、
こ
の
法
理
学
的
枠
組
み
を
、
国
内
法
（
統
治
）
と
憲
法
・
国
際
人
権
法
（
司
法
・

規
範
）
の
緊
張
関
係
と
し
て
移
民
問
題
に
適
用
し
、
非
支
配
の
実
質
化
を
試
み
て
い
る
。

（
17
)
ベ
ン
ト
ン
が
提
示
し
た
「
退
出
コ
ス
ト
」
は
、
非
支
配
と
い
う
価
値
が
全
て
の
人
に
形
式
的
に
等
し
い
保
護
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
脆

弱
性
や
依
存
の
度
合
い
に
応
じ
て
異
な
る
レ
ベ
ル
の
保
護
を
要
求
す
る
、
と
い
う
「
差
別
化
さ
れ
た
義
務
の
体
系
」
を
導
き
出
す
。
こ
れ
は
、
抽
象
的
な
平

等
を
越
え
て
、
実
質
的
な
非
支
配
の
実
現
を
目
指
す
共
和
主
義
の
姿
勢
を
反
映
し
て
お
り
、
退
出
先
の
欠
如
と
い
う
極
限
的
依
存
状
態
に
あ
る
難
民
に
対

し
て
、
国
家
が
な
ぜ
最
も
重
い
説
明
責
任
を
負
う
の
か
を
論
理
的
に
説
明
す
る
（
Benton
2014）。

（
18
)
ペ
テ
ィ
ッ
ト
自
身
、「
非
支
配
」
を
保
障
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
、
司
法
的
な
審
査
の
み
な
ら
ず
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
、
独
立
し
た
監
視
機
関
、
さ

ら
に
は
活
発
な
市
民
社
会
に
よ
る
論
議
と
い
っ
た
、
多
様
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
（
Pettit2012）。
こ
こ
で
の
「
異
議
申
し
立
て
」
と

は
、
単
一
の
法
的
窓
口
を
指
す
の
で
は
な
く
、
権
力
を
多
角
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
公
共
的
な
理
由
提
示
を
強
制
す
る
た
め
の
「
多
元
的
な
制
度
的
エ
コ
シ
ス

テ
ム
」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。

（
19
)
こ
の
修
正
は
、
段
階
的
な
権
利
付
与
が
結
果
と
し
て
「
身
分
階
層
の
固
定
化
」
を
招
く
と
い
う
バ
ー
ト
ラ
ム
の
懸
念
（
Bertram
2014:137）
に
対
す
る

弁
証
法
的
な
回
答
で
あ
る
。
段
階
的
な
処
遇
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
「
客
観
的
基
準
に
基
づ
く
上
位
ス
テ
ー
タ
ス
へ
の
移
行
の
予
見
可
能
性
」
と
「
各
段
階

に
お
け
る
法
的
・
政
治
的
な
論
争
権
」
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
こ
の
モ
デ
ル
は
支
配
的
な
身
分
階
層
制
か
ら
、
動
的
で
非
支
配
的
な
包
摂
の
プ
ロ
セ
ス
へ
と

再
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
20
)
こ
れ
ま
で
の
本
稿
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
は
、
共
和
主
義
が
本
質
的
に
内
包
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
親
和

性
と
、
制
度
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
間
の
緊
張
に
起
因
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
和
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
を
恣
意
的
な
権
力
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
普
遍
的

な
価
値
を
追
求
し
な
が
ら
も
、
そ
の
自
由
を
具
体
的
に
保
障
す
る
法
と
論
争
の
場
と
し
て
、
特
殊
な
歴
史
的
・
政
治
的
共
同
体
で
あ
る
「
国
家
」
を
不
可
欠

の
媒
体
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
移
民
問
題
は
こ
の
「
普
遍
的
価
値
と
し
て
の
自
由
」
と
「
特
殊
的
な
担
保
と
し
て
の
国
家
」
が
正
面
か
ら
衝
突
す
る
現
場
で

あ
り
、
こ
の
緊
張
を
解
消
不
可
能
な
も
の
（
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
安
易
な
国
境
開
放
論
や
移
民
排
斥
論
に
陥
ら
な
い
た
め

の
共
和
主
義
的
思
考
の
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
21
)
こ
う
し
た
「
制
度
的
能
力
へ
の
信
頼
」
を
基
盤
と
す
る
共
和
主
義
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
や
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
に
代
表
さ
れ
る
、
共
同
体
の

「
善
き
生
」
や
特
定
の
道
徳
的
価
値
観
の
共
有
を
重
視
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
共
和
主
義
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
（
Sandel1996;T
aylor

1995）。
後
者
が
共
同
体
へ
の
帰
属
感
や
文
化
的
同
一
性
を
自
由
の
前
提
と
す
る
の
に
対
し
、
本
稿
が
依
拠
す
る
ネ
オ
共
和
主
義
は
、
あ
く
ま
で
「
個
人
の

非
支
配
」
と
い
う
自
由
の
最
大
化
を
目
的
と
し
、
政
治
共
同
体
を
そ
の
た
め
の
手
続
き
的
・
制
度
的
条
件
と
し
て
機
能
的
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
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主
義
論
─
─
政
治
的
自
律
と
異
議
申
し
立
て
─
─
」『
關
西
大
學
法
學
論
集
』
第
六
一
号
、
第
二

巻
、
五
四
九
―
五
八
〇
頁
。

深
谷
舜
（
二
〇
二
四
）「
立
ち
す
く
む
「
非
支
配
と
し
て
の
自
由
」
─
─
緑
の
共
和
主
義
の
隘
路
─
─
」『
年
報
政
治
学
』
二
〇
二
四
―
Ⅰ
巻
、
三
三
一
―
三
五
二

頁
。

福
家
佑
亮
（
二
〇
二
二
）「
共
和
主
義
的
自
由
の
消
極
的
自
由
へ
の
還
元
可
能
性
に
つ
い
て
」『
法
と
哲
学
』
第
八
号
、
一
七
九
―
二
一
二
頁
。

福
原
正
人
（
二
〇
一
七
）「
移
民
の
倫
理
学
を
め
ぐ
る
一
試
論
―
─
国
家
に
個
人
を
排
除
す
る
道
徳
的
権
利
は
あ
る
の
か
─
─
」『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
第
二

九
号
、
第
二
巻
、
一
〇
五
―
一
一
六
頁
。

宮
井
健
志
（
二
〇
二
三
）「
現
代
共
和
主
義
理
論
の
羅
針
盤
─
─
Frank
Lovett,T
heW
ell-O
rdered
R
epublicを
読
む
─
─
」『
政
治
思
想
学
会
会
報
』
第
五
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七
号
、
七
―
九
頁
。

横
濱
竜
也
（
二
〇
二
五
）『
移
民
／
難
民
の
法
哲
学
─
─
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
向
き
合
う
─
─
』
白
水
社
。
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